
犬猫の
住み着き

塀の
崩壊

雑草・樹木
による
道路交通
への障害

壁の
崩壊

ハチの巣

窓ガラス
の飛散

屋根の
飛散

アンテナ
の落下

　
全
て
の
空
き
家
が
利
活

用
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
所
有
し
て
い
る
空
き

家
が
イ
ラ
ス
ト
に
似
た
状

態
に
な
っ
て
い
る
家
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
場
合
、
放
置
さ
れ

適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
ず
、

倒
壊
な
ど
の
危
険
や
地
域

住
民
に
深
刻
な
影
響
を
及

ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
判

断
さ
れ
、
特
定
空
家
等
に

認
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
特
定
空
家
等

と
認
定
さ
れ
る
と
法
律
に

沿
っ
て
措
置
が
行
わ
れ
、

勧
告
の
対
象
と
な
っ
た
場

合
、
固
定
資
産
税
の
特
例

措
置
が
除
外
さ
れ
ま
す
。

　
最
終
的
に
は
市
が
空
き

家
の
解
体
な
ど
を
実
施

し
、
そ
の
費
用
は
所
有
者

が
負
担
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
特
定
空
家
等
に
認

定
さ
れ
な
い
よ
う
適
切
な

管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

個人が所有する１年以上使用されて
いない危険な住宅、店舗を除却し、さ
ら地にする工事

特定空家等に認定された場合

❹ 　 代執行 ❶～❸の措置をしても改善
が認められない場合、市が
所有者に代わり解体などを
実施
※費用は所有者負担

❷ 　 勧　告 ❶を行ったが改善されない
場合実施
※住宅用地特例から除外され、固定

資産税が増える可能性があります。

❶ 助言または指導 所有者の意思で改善を行う
よう助言

❸ 　 命　令 正当な理由なく❷を実施し
ない場合
※違反した者は、50万円以下の過料

▶取り壊したい！そんな空き家に
はこの制度を活用しよう！

　空き家解体補助金とは、市内の空き家を
取り壊す場合、解体工事費用の一部を最
大50万円補助します。

特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊などの恐れがあ
り、衛生上有害で周辺の景観や生活環境に著しく悪影響を
与える状態であると認められる空き家などをいいます。空き家解体補助金

 1006267

お
持
ち
の
空
き
家
、

こ
ん
な
風
に
な
っ
て
い
る
と
…
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